


《レビュー委員会の見解》 
 
 

１．透明性、情報公開 

１－１ 【透明性】 

委員会活動に関する透明性の確保はかなり徹底して行われてきたということ

ができ、今後も引き続き取り組むべきである。 

１－２ 【情報公開】 

一般住民等への情報提供はこれまでもホームページ等を通じて行ってきたが、

住民に必要な情報が容易に得られるようにするなど、より一層工夫する必要が

ある。 

２．委員会の進め方、効率性 

２－１ 【これまでの活動の評価】 

これまで、流域委員会が河川整備計画原案作成以前の早期の段階から関与

し、非常に熱心な議論、審議を重ねてきたことについては、取り組んできた内容

や成果に鑑みて適切に評価されるべきであり、流域委員会の運営に関する庶務

を河川管理者の委託を受けた民間企業が行ったことに関しても、流域委員会の

充実した活動を補助するという点に鑑みて評価されるべきである。また、学識経

験者と住民の参加を連動させる方式は、多様な意見を総合的に判断する上で

重要な役割を果たした。ただし、意見聴取の方法などに工夫の余地がある。 

２－２ 【進め方】 

河川管理者がそれぞれの段階で積極的に見解を示し、流域委員会と河川管

理者とのキャッチボールを密に行うことで、河川整備計画の作成に向けて効率

的、効果的に議論を進めることが重要である。この点に関し、第２次委員会以降、

河川管理者がやや消極的になったことは反省すべき点である。 

２－３ 【効率性】 

これまでの委員会活動のコストは、河川の機能を多面的に捉えようとした先

例のない取組みであることなどを考えるとやむを得ない面がある。しかしながら

現時点で振り返ってみると、審議に多くの時間、費用を要したという点では反省

すべきところを残す。さらに、部会やワーキンググループ等を頻繁に行ったこと

により、結果的に出席できる委員が限られ、また一部の委員への負担集中があ

ったという課題も生じたことから、これについても改善を図る必要がある。そのた

め、河川管理者は諮問を行う際、特に専門的意見を求める事項及び理由、目標

とするスケジュール、予算等を明示すべきである。また、委員会は十分な議論を

行うことに重きを置く一方で、必ずしも意見統一にとらわれることなく運営の効率

化に積極的に取り組み、スケジュール管理、コスト管理を図る必要がある。 

２ 



３．住民参加 

３－１ 【住民意見聴取の位置づけ、目的】 

流域委員会が住民の意見を聴取するか否かに関わらず、河川管理者自らが

住民の意見聴取、反映を行う責務を有している。流域委員会が行う意見聴取と

河川管理者が行う意見聴取の位置づけ、目的等の違いが住民に明確に伝わる

よう努力すべきである。 

３－２ 【住民意見聴取の評価】 

住民参加を重視したこと、学識経験者の意見との連動を行った点は評価すべ

きである。流域委員会の６年間の活動により、住民の川への関心が高まったこと

は成果としてあげられる。また、委員会の場で常に傍聴者発言の時間を確保し

たことや常時住民からの意見を受け付けたこと、現地での意見聴取を実施した

こと等を通じて、流域委員会が住民の意見を聴くことにより、住民が意見を述べ

る機会が増加したとともに、学識者が自らの認識を高めつつ意見を述べること

ができたということは評価できる。ただしその一方で、一般住民の傍聴者、発言

者が固定化した状況も見られた。このため、河川管理者は幅広く住民の関心が

得られるよう、情報提供の仕方を工夫するとともに、流域委員会だけでなく多様

な機会を確保するよう努める必要がある。 

４．委員の選任 

４－１ 【委員選任に係る評価】 

河川工学など学問領域の専門家のみならず、学識経験者の範囲を拡大し、

地域での体験の中で培われた知識を有する者を委員として加え、また、第三者

による推薦プロセスを経て、一般公募を含め幅広く委員を選定したことで、多く

の意見をもとに議論できたことは評価できる。次期委員の選定にあたっては、こ

れまでのようにその過程の透明性が確保されるよう努めるとともに、河川整備計

画原案に対する意見を効率的、効果的に聴取できるよう、専門分野や構成をよ

り一層検討する必要がある。 

５．その他 

５－１ 【委員の役割】 

学識経験者は、自らの専門的知識をもとに意見を述べることが基本的任務で

あることに鑑み、委員就任を依頼する際には、委員としての役割や特に意見を

求めたい分野を明確にしておく必要がある。 

５－２ 【河川管理者の説明責任】 

河川管理者は、委員から出された意見に対する河川管理者の見解を明らか

にする必要がある。 

５－３ 【市町村長への意見聴取】 

市町村長は住民生活の安全に対して総合的な責任を有することから、河川管

理者の責任において積極的に意見を聴き、きめ細かな対応をする必要がある。 

                               以  上 
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